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日英語依頼表現における補償方法:

「関係体」の必要性

春 木 茂 宏

1.序

小論では、 どうして(1)の 英語の依頼表現を日本語では(2)の ように訳す

(また、訳 しにくい)の かという疑問点を解明したい。

(1)Can/Could/Will/Wouldyoucarrythisforme?

(2)a.こ れ を持 って{も らえますか/い ただ け ます か/く れ ます か/く

だ さい(ま す か)}。

b.#こ れ を{持 て ます か(持 っ ことがで きますか)/持 ち ます か

(持 とうと思 いますか)}。1

(1)の ような依頼の表現形式2を 分析する際、語用論においては発話行為論

に基づく分析が行われている。例えば、聞き手にある行為を行う能力や意図

があることを尋ねることで依頼 という発話行為が特定化されるというような

語用論的原則3を たてるものである。 さらにそのような語用論的原則を満た

す依頼表現は多 くの言語で観察され普遍性の高い原則であることがmに 認

められている。 しかし、(2b)の 例か らわかるように日本語で依頼 を遂行す

る場合、発話行為論 に基づ く語用論的原則が(全 く不可能ではないにしても)

必ず しも十分にあてはまるとは言えない。っまり、語用論的原則だけを考え

ていると(2b)よ うな発話の不自然 さが生み出されてしまう。 これを解決す

るには少なくとも二っの問題を明らかにする必要がある。第一に、発話行為

論に基づくような語用論的原則 は英語の発話行為表現形式への偏りがある。

語用論的原則は必ずあると考えられるが言語使用は特定の言語共同体 との相
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互依存的関係で成立するため各言語における原則を立てる必要がある。第二

に、現実の自然言語における表現形式選択の際には必ず聞き手との相互作用

における要因が関わっており、現実社会での相互作用の要因を明 らかにする

必要がある。

小論では、第二の問題にのみ焦点を当て次の二点を明 らかにしたい。(i)

社会言語学的接近法に強く立脚 し、特にポライ トネスに関する要因に焦点を

当てることで、依頼表現形式の選択におけるメカニズムを考える。その場合、

(ii)特 に日本語における依頼表現形式を記述するには 「関係体(relatum)」

という社会構成概念を考慮に入れる必要がある。

2.Faceの 補 償 ス トラテ ジーと してのポ ライ トネス

BrownandLevinson(1978,1987)で は ポ ライ トネスを"face"と い う

人間が持つ心 的欲求 に基づ くス トラテ ジー(方 略)の 選択であ るとす る強力

な理論 を提案 した。BrownandLevinson(以 下B&L)に よ る とface

とは 自分 自身 を このよ うに見 て もらいたい とす る社会 に対す る自己像 であ り

かっ個人 が満 たそ うと してい る欲求 で、以下 の二っ の側面 を持つ。

(3) negative face: the want of every  'competent adult member' 
               that his actions be unimpeded by others. 

   positive face: the want of every member that his wants be de-
               sirable to at least some others. 

                          (Brown and Levinson 1987: 62)

そ して、 ポ ライ トネス とは話 し手 が特定 のfaceを 脅 かす行為 を遂行 しなけ

ればな らない場合 に様 々なス トラテ ジーを選択 して聞 き手 のfaceを 脅 かす

度合 いを弱 め る ・補償 する(redress)と い うことで ある と考 え る。 個人 が

持っfaceに は二種 類 あ る ことか ら、 ポ ライ トネス の種 類 に も聞 き手 の

positivefaceを 補 償 す るpositivepolitenessと 聞 き手 のnegativeface

を補 償す るnegativepolitenessの 二 種類 あ り、(4-5)に 例 示 され る よ う
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に、 ス トラテ ジー に伴 って様 々な表現形式 が選択 され る。

(4) Come here, {mate / honey /  buddy}  . (ibid., 108) 

(5) Could you carry this for me?

(4)で は呼 びか け語で仲間意識を示 し聞 き手が持っ望 みは話 し手 と も共通 で

あることを暗示 す ることで、 聞 き手 のpositivefaceを 満 たそ うとす る

positivepolitenessで あ る。一方、(1)や(5)で は聞き手 に選 択権 を与 え

依頼の遂行 を拒否 す る可能性 を示唆 し条件法 を用 いることにより依頼遂行の

条件 に疑 問を投 げか けることで、 聞 き手 の領域 の侵 害 を補 償 す るnegative

politenessで あ る。 このよ うに、 実際の対話 において は、特定 のface・ を 補

償 しようと様 々な表現形式 が選択 される。

3.依 頼表 現形 式 とface:BrownandLevinson(1987)の 問題点

さて、依頼表現形式 に言語化 され るよ うなス トラテジーは実際 にど ういうも

のであろ うか。 この節 で はB&Lのface理 論 に したが い 日英 語 の依頼 表

現 を観察す ることで、face理 論 の不備 な点 を示 したい。 まず は、以 下 の(6-

7)の 例4を 詳 しく観 察す る。

(6) a. May I borrow? 
   b. Would you mind if I borrowed? 

   c. Would it be all right if I borrowed? 
    d. I wonder if I could borrow. 

   e. Do you mind if I borrowed? 
    f. I was wondering if I could borrow. 

   g. Do you think I might borrow? 
   h. Do you have a pen I can use? 

   i. Is it all right if I borrow? 

   j. Can I bother you for a pen? 
    k. Could you lend me? q. Got a pen I can use? 

 1. Would you lend me? r. Can I steal? 
   m. Could I borrow? s. Let me borrow.
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n. Can I borrow? 

o. Can you lend me? 

p. Can I use?

t. Lend me. 

u. A pen. 

v. Gimme.

a.お 借 りして もよろ しいで しょうか。

b.貸 していただけませんか。

c.貸 していただ きたいんですけど。

d.お 借 りできますか。

e.貸 して いただけますか。

f.貸 して くださいません か。

g.貸 して もらえませんか。

h.貸 して ください。

i.貸 して くれ ませんか。

j.い いですか。

k.貸 して ほ しいん だけど。

1.使 っ て い い 。

m.借 り て い い 。

n.貸 して くれ る。

o.貸 し て よ 。

P.い い。

q.ペ ンo

r.借 り る よ 。

S.貸 して 。

t.あ る。

(6-7)を ス トラテ ジー別 に分類す るとおおよそ以下 のよ うになる と考 えて

よいであろ う。

(1)聞 き手 に決定権 を与 え るような形式 的表現 を用 い、聞 き手 に課 せ ら

れた拘束力 を弱 あ、 聞 き手 の自由度 を高 める。

(6a,6m,6n,6p/7a,7d,7j,71,7m,7p)

(II)依 頼 が聞 き手 の領域 を侵害 するか ど うか を直接尋ね、聞 き手 に決定

権を与え る もの。(6b,6c,6e,61,6j/φ)

(皿)話 し手が依頼 を遂行 したい考 えを抱 いて いる ことを示す ことで、 ま

だ聞 き手 の領域 には侵害 する前 の段階で あることを示す もの。

(6d,6f/7k)

(IV)依 頼 に関す る可能性や意志 を尋ね、 聞 き手 に意向を尋 ねる ことで、

聞 き手の 自由度を高 める。(6k,61,60/φ)
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(V)依 頼 に関す る前提条件を尋ね ることで、 表現上 は直接 聞 き手 の行動

を拘束 しな い もの。(6h,6q,6u/7q,7t)

(VI)依 頼 が聞 き手 の想定す る行為 によるもの と して示 し聞 き手 の自発性

を示す もの。(6g/φ)

(VII)命 令 形。(6s,6t,6v/φ)

(V皿)そ の他 。(6r/70,7r,7s)

(IX)補 助動 詞 「て いただ く」、「て くだ さる」、「て もらう」、「て くれる」

が付 くもの。(φ/7b,7c,7e,7f,7g,7h,71,7n)

方 略 英 語 日 本 語

1 6a,6m,6n,6p 7a,7d,7j,71,7m,7p

II 6b,6c,6e,6t,6j 該当なし

皿 6d,6f 7k

IV 6k,61,60 該当なし

v 6h,6q,6u 7q,7t

VI 6g 該当なし

孤 6s,6t,6v 該当なし

㎜ 6r 70,7r,7s

IX 該当なし 7b,7c,7e,7f,7g,7h,7t,7n

表1日 英語依頼表現に見 られる補償ストラテジー

依 頼 は聞 き手 の将来 の行為を指定 し拘 束す るため聞 き手 のnegativeface

を脅 かすFTA(facethreateningacts)で あ る(BrownandLevinson

1987:65-66)。 したが って、話 し手が選択す るス トラテ ジーに はnegative

politenessが 中 心 とな る。(1-IV)で も直接 的な、(V-VI)で も問接 的 な、

negativepolitenessで あ り、英語 の依頼表現で は大半(22発 話 中18発 話)

が 日本語の例(7)に お いて も半分弱(20発 話 中9発 話)が 相 当す る。 その

他、(靼)は 命 令文形 式、5(皿)は 冗談や話 し手 と聞 き手 との親密 さを示 す

positivepoliteness、(IX)は 補 助動詞 をつ ける もので ある。 全 体 的 に見 る
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と、 日英両 言語 にお いてfaceを 補 償す るス トラテジーと しての表現 形式 は

使用 され、faceの 概 念の普 遍性 は認 め られ る。

しか しなが ら、 ここでは補償方法 の(II・IV・VI・IX)の 両 言語で の差 に

注 目 したい。 ここにface理 論 だ けで は説明で きな い言語使 用の実態 、す な

わち、二 つの問題点が ある。 まず第一 の問題点 は、faceが 日本語 の依頼表

現 において も使 用 されているのは明 らかであるのに、補償方法(II・IV・VI)

の よ うな聞 き手 のnegativefaceに 関 わ るス トラテ ジー はど う して選択 さ

れ ないのか、(8)の 不 自然 さは何 か、 であ る。

(8)a　 (II)鉢 ペ ンを貸す ことは{嫌 ですか/気 に しますか}。

　　b.(IV)#ペ ンを{貸 せますか/貸 す ことで きますか/貸 そ うと思 い

　　　　　　　ますか}。

　　c.　 (VI)#?ひ ょ っとして私 がペ ンを借 りよ うとしてい る と思 って い

　　　　　　　ますか。

第二の問題点はもっと重大である。B&Lのface理 論では、 日本語の補

償ス トラテジー(IX)は 全 く捉え られなくなって しまう。6

そこで、上の二っの問題点を解決するような提案を次節で行いたい。この

解決のためには日本文化論で議論されている 「関係体」という社会構成概念

が必要であることを示す。

4.「 関係体」 による制約:日 本語依頼表現に見られる補償方法

では、 日本語の依頼表現のストラテジー(IX)に おいて補償 されている要素

は何であるのか。それは、補助動詞 「ていただく」、「てくださる」、「てもら

う」、「てくれる」により言語化されている話 し手と聞き手 との間の 「恩恵の

授受」という関係そのものであると考えられる。例えば、(9)の 発話を同一

人物に対 して行 う場合、(9a)よ りも(9b)の 方がよ り聞き手 に配慮 してい

るが、これは(9a)と は異な り(9b)は 話 し手は聞き手からの恩恵を うける
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という関係を言語的に明示 しているためである。さらに(9c)が 丁寧なのは

尊敬語 ・謙譲語によって話 し手 と聞 き手との関係一上下関係 一がさらに強調

されているためである。

(9)a.そ の本 とって。

b.そ の本 とって{く れる/も らえる}。

c.そ の本 を とって{く ださる/い ただ ける}。7

補償ス トラテジー(IX)で は丁寧度のレベルは異なっていて も、四つの補助

動詞は恩恵の授受 という話 し手 と聞き手 との関係を共通に記号化 し、依頼と

いうFTAに 対する補償として成立 している。

この事実に注 目して、濱 口(1996,1998)に よる 「関係体(relatum)」

という概念を依頼表現の振 る舞いの分析に導入することを提案 したい。濱口

によると、「関係体」 とは以下のように述べられている。8

(10)こ れに対 し、「関係体」 というのは、当体が置かれた状況との具体

的 ・特定的な連関性を、捨て去ることのできない所与的なものとし

ての自システムに包摂 し、その結果、構成された自e他 をともに包

み込む生活空間を、不確定的ではあっても相互に関連づけて制御し、

システム秩序を維持 していこうとする主体 システムを指 している。

いわば関与的主体とでも言うべき形態であって、関係性それ自体が

行為主体を構成 している場合である。(濱 口1998:15-16)

濱口にしたがうと、関係体の制約を受けて社会は構成され人間の行動は制御

されていると考えられる。っまり、待遇行動においてこの関係体が働 くと、

話 し手は常に聞き手との関係やその場の状況との密接な連関性か ら制約を受

けて言語行動を行 っていることになる。そして、日本語の依頼表現の補償ス

トラテジー(IX)は この関係体の制約を受けた話 し手の認識 を顕在化 してい

る言語的待遇行動であると適切に記述できる。さらに、 日本語の敬語体系そ



8 日英語依頼表現における補償方法:「関係体」の必要性

のものも関係体認識を記号化する体系であると考えることは可能であり自然

なことである。例えば、おおよそではあるが依頼表現形式での四種類の補助

動詞 は、『「てくれる/て もらう」は 「話 し手 と聞 き手 との恩恵の授受」 とい

う関係体認識を記号化 している』、『「て くださる/て いただ く」 は 「恩恵の

授受」 と 「恩恵の与え手を高める」 という二つの関係体認識を記号化 してい

る』 と正 しく記述できる。9

また、関係体という社会構成概念の制約を取り込んだ社会語用論的原則 垂゚

を立てることができる。

(11)日 本語共同体では 「関係体」に基づ く言語行動を優先的に選択せよ。

(11)の 原則か らス トラテジー(II・IV・VI・DOで の振 る舞いの違 いは、

関係体により制約を受 けた表現形式が優先的に選択 されるためであると説明

できる。 まず、日本語で補償ス トラテジー(IX)が 使用 されるのは、(11)

のような社会語用論的原則があるために話 し手 と聞き手 との関係をより明示

しようとする待遇表現体系の中での表現形式が選択 されるためである。っぎ

に、補償ストラテジー(IX)が 英語で選択 されないことと補償ス トラテジー

(1・IV・VI)が 日本語では選択されにくいことも、 日英語での社会語用論

的原則の優位性によって説明できる。前者に関 しては、B&Lがfaceに

基づ くポライ トネス理論を提案 したことか らわかるように英語共同体では個

人主義的faceに 制約を受ける社会語用論的原則が独占的優位性11を 持 っ

ている。 したがって、あえて関係を顕在化するような補償ス トラテジーを選

択する必要はなく、仮に選択 した場合は皮肉のような別の含意を引き出すこ

とになる(BrownandLevinson1987:183)。 一方、後者では原則(11)

の優位性があるためであり、その優位性にしたがわずに(12)の ような表現

方法を選択するならば、やはりへっ らいや過度のまわりくどさのような他の

含意を生み出 して しまうことになる。
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(12)a.#窓 を開 ける ことは{嫌 ですか/気 に しますか}。

b.#窓 を{開 け られ ますか/開 けよ うと思 いますか}。

c.#?ひ ょ っと して私 が窓 を開 けるか も しれ ないと思 って いますか。

9

以上のように、社会言語学的観点に強 く立脚 した接近法をとることで明 ら

かになることは、依頼表現形式の選択と振る舞 いの説明においては"face"

と 「関係体」という二っの社会構成概念が必要であるということである。 こ

の二っは各言語共同体における言語使用者の認識の中に同時に存在 している

が、それ らの優位性は言語共同体での社会構造により強く影響を受けている。

したがって、表現形式選択のメカニズムには特定の社会語用論的原則が関わ

る。少なくとも、依頼表現形式の選択において、英語ではfaceに 基づく原

則が非常に強い制約を与えており、対 して、日本語では関係体に基づ く原則

が比較的強い制約を与えている。 いずれにせよ、依頼表現形式の選択のメカ

ニズムにおいては社会語用論的原則 として考え られ得るような社会構成概念

が必ず関わって くることは明らかである。

5.結 語

小論では、社会言語学的立場か ら 厂関係体」という社会構成概念を導入す る

ことで、依頼表現形式 の選択におけるメカニズムを社会語用論的原則 という

形で明 らかにした。そのような原則の言語共同体における優先順位により依

頼表現の振 る舞いを部分的にではあるが説明で きることを示 した。特に日本

語共同体では 「関係体」 という社会構成概念が比較的強い制約を日本語の依

頼表現形式の選択に与えていることを示 した。その一方で英語の依頼表現形

式の選択では個人主義的なfaceと いう社会構成概念が非常に強い制約になっ

ていることも示すことができたと思 う。そして、依頼表現形式の包括的な研

究のためには 「関係体」による観点が不可欠であることも示せたと思 う。

また、本研究の可能性は依頼表現だけにとどまらない。「関係体」 の導入
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により、日本語の敬語体系や終助詞に関する考え方の基盤も提供できるし、

鈴木(1973)が 詳 しく示 したような呼称に対する分析には必要不可欠であろ

う。ただし、 この 「関係体」 という概念自体がまだまだ未熟な概念であると

いうことは否めない事実であるが、 これは今後の研究に期待 したい。

注

1小 論 において#は 単一の依頼発話 として不可能ではないがかなり不自然 であ る

ということを意味する。

2小 論で用いる 「表現形式」 とは、平叙文 ・疑問文 ・命令文のような文形式 か ら法

助動詞 ・副詞句 ・条件節 ・遂行節などの言語形式を全てを含むものである。

3GordonandLakoff(1975)や 、Searle(1975)を 参照。

4(6)お よび(7)の 例文は井出他(1986)の 研究から引用 した。この引用に関 して

まとまっているという以外に特別な理由はない。

5日 英語の依頼表現における命令文形式使用の差は一般に日本語の命令形 ほど英語

の命令文形式は使用の範囲が狭 くないということが言われている。ただし、両言

語においても、イントネーションなどの非言語的要素によって話 し手 と聞 き手 と

の極度の親密さを表すことでpositivefaceを 補償することはあるだろう。仲の

良い親子や恋人同士の会話を考えると容易に想像できる。

6Faceの 普 遍性 っいては様 々な議論 が 出て い る。Matsumoto(1988)、

Matsumoto(1989)、Nwoye(1992)、Ide(1989)を 参照。

7丁 寧語や否定や疑問化することでさらに丁寧度は高 くなるがここでは 「てくれる

/て くださる/て もらう/て いただ く」に焦点を当てるためにあえてこの形式 に

しておく。

8BrownandLevinson(1987:61)で"publicself"と 述べるようにfaceと は

濱口(1998:15)で の 「個別体」に基づく社会構成概念であろう。B&Lの ポ ラ

イトネス理論でも、言語による他者との相互作用においてselfと そのfaceは

最優先され補償されるべ きものであることを示 している。

9Blakemore(1987)の 手続き的情報の枠組みで菊池(1978)を 再記述 している。

10社 会語用論的原則 とは特定の言語共同体での社会的慣習を明文化 したものである

という程度に捉えていただいて差 し支えない。

11英 語においても 「関係体」に基づく表現形式選択のメカニズムはあると考えてい

る。"Sir"や 称号を使用することなどがそれに相当する。他 の言語での敬語体系

や入称のT/V体 系なども関係体認識が言語化されたものである。
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